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給　　与　　費　　明　　細　　書 （全会計分）

（単位：千円）

扶　養 宿日直

(151 ) (291,867 ) (177,488 ) (37,943 ) (14,629 ) (101,312 ) (559 ) (13,565 ) (9,480 ) (52,424 ) (521,779 )
特別職5人

一 本年度 2,642 10,500,296 9,722,073 10,137 351,715 1,482,213 942,214 4,757,020 553,085 104,450 209,158 873,696 438,385 4,010,046 24,232,415
2,793 10,792,163 9,899,561 10,137 351,715 1,520,156 956,843 4,858,332 553,085 105,009 222,723 883,176 438,385 4,062,470 24,754,194

般 (186 ) (349,730 ) (211,885 ) (45,465 ) (18,007 ) (116,680 ) (521 ) (14,485 ) (16,727 ) (60,393 ) (622,008 )
特別職5人

会 前年度 2,620 10,381,933 10,220,617 11,110 351,657 1,465,894 944,157 4,665,726 550,548 83,293 209,343 1,510,105 428,784 3,944,509 24,547,059
2,806 10,731,663 10,432,502 11,110 351,657 1,511,359 962,164 4,782,406 550,548 83,814 223,828 1,526,832 428,784 4,004,902 25,169,067

計 (△35 ) (△57,863 ) (△34,397 ) (△7,522 ) (△3,378 ) (△15,368 ) (38 ) (△920 ) (△7,247 ) (△7,969 ) (△100,229 )
比　較 22 118,363 △ 498,544 △ 973 58 16,319 △ 1,943 91,294 2,537 21,157 △ 185 △ 636,409 9,601 65,537 △ 314,644

△ 13 60,500 △ 532,941 △ 973 58 8,797 △ 5,321 75,926 2,537 21,195 △ 1,105 △ 643,656 9,601 57,568 △ 414,873
(8 ) (13,508 ) (6,577 ) (1,756 ) (677 ) (3,218 ) (211 ) (715 ) (192 ) (20,277 )

特 本年度 1,093 4,280,834 4,935,786 563,133 112,079 644,590 680,416 1,785,663 190,534 360,782 79,396 56,409 276,170 186,614 1,561,126 10,777,746
1,101 4,294,342 4,942,363 563,133 112,079 646,346 681,093 1,788,881 190,534 360,993 80,111 56,409 276,170 186,614 1,561,318 10,798,023

別 (9 ) (16,753 ) (8,067 ) (2,178 ) (863 ) (3,904 ) (551 ) (571 ) (1,270 ) (26,090 )
前年度 1,078 4,189,870 4,931,789 555,477 107,923 608,968 699,318 1,766,269 173,311 355,075 79,502 56,956 342,330 186,660 1,499,831 10,621,490

会 1,087 4,206,623 4,939,856 555,477 107,923 611,146 700,181 1,770,173 173,311 355,626 80,073 56,956 342,330 186,660 1,501,101 10,647,580
(△1 ) (△3,245 ) (△1,490 ) (△422 ) (△186 ) (△686 ) (△340 ) (144 ) (△1,078 ) (△5,813 )

計 比　較 15 90,964 3,997 7,656 4,156 35,622 △ 18,902 19,394 17,223 5,707 △ 106 △ 547 △ 66,160 △ 46 61,295 156,256
14 87,719 2,507 7,656 4,156 35,200 △ 19,088 18,708 17,223 5,367 38 △ 547 △ 66,160 △ 46 60,217 150,443

(159 ) (305,375 ) (184,065 ) (39,699 ) (15,306 ) (104,530 ) (770 ) (14,280 ) (9,480 ) (52,616 ) (542,056 )
特別職5人

総 本年度 3,735 14,781,130 14,657,859 573,270 463,794 2,126,803 1,622,630 6,542,683 743,619 465,232 288,554 56,409 1,149,866 624,999 5,571,172 35,010,161
3,894 15,086,505 14,841,924 573,270 463,794 2,166,502 1,637,936 6,647,213 743,619 466,002 302,834 56,409 1,159,346 624,999 5,623,788 35,552,217
(195 ) (366,483 ) (219,952 ) (47,643 ) (18,870 ) (120,584 ) (1,072 ) (15,056 ) (16,727 ) (61,663 ) (648,098 )

特別職5人
前年度 3,698 14,571,803 15,152,406 566,587 459,580 2,074,862 1,643,475 6,431,995 723,859 438,368 288,845 56,956 1,852,435 615,444 5,444,340 35,168,549

3,893 14,938,286 15,372,358 566,587 459,580 2,122,505 1,662,345 6,552,579 723,859 439,440 303,901 56,956 1,869,162 615,444 5,506,003 35,816,647
計 (△36 ) (△61,108 ) (△35,887 ) (△7,944 ) (△3,564 ) (△16,054 ) (△302 ) (△776 ) (△7,247 ) (△9,047 ) (△106,042 )

比　較 37 209,327 △ 494,547 6,683 4,214 51,941 △ 20,845 110,688 19,760 26,864 △ 291 △ 547 △ 702,569 9,555 126,832 △ 158,388
1 148,219 △ 530,434 6,683 4,214 43,997 △ 24,409 94,634 19,760 26,562 △ 1,067 △ 547 △ 709,816 9,555 117,785 △ 264,430

（単位：千円）
＊一般職職員１人当たり給与費の状況（全会計）

 区  分

(1,567 ) (2,696,505 ) (512,879 ) (453,078 ) (3,662,462 ) (4,184,241 ) 区分 　　給料及び職員手当の合計額を一般職の職員数
一 本年度 657,916 178,681 836,597 25,069,012 （短時間勤務職員を除く。）で除して得た額

1,567 2,696,505 512,879 453,078 3,662,462 657,916 178,681 836,597 29,253,253 本年度 7,553  千円 （特別職5人分の給与費103,987千円、
般 (1,506 ) (2,508,446 ) (452,753 ) (435,039 ) (3,396,238 ) (4,018,246 ) 　短時間勤務職員の給与費489,440千円、

前年度 631,548 180,405 811,953 25,359,012 前年度 7,516  千円 　一般職の退職手当1,123,764千円を除く。)
会 1,506 2,508,446 452,753 435,039 3,396,238 631,548 180,405 811,953 29,377,258

(61 ) (188,059 ) (60,126 ) (18,039 ) (266,224 ) (165,995 )
計 比　較 26,368 △ 1,724 24,644 △ 290,000

61 188,059 60,126 18,039 266,224 26,368 △ 1,724 24,644 △ 124,005
(447 ) (1,076,391 ) (178,690 ) (168,399 ) (1,423,480 ) (1,443,757 ) （参考）

特 本年度 35 111,879 135,885 35,217 282,981 61,084 61,084 11,121,811 ＊　一般職職員１人当たり給与月額の状況（全会計）
482 1,076,391 111,879 314,575 203,616 1,706,461 61,084 61,084 12,565,568

別 (435 ) (1,054,541 ) (160,792 ) (167,441 ) (1,382,774 ) (1,408,864 ) 平　均
前年度 35 111,122 127,540 33,054 271,716 62,206 62,206 10,955,412 区分 年　齢

会 470 1,054,541 111,122 288,332 200,495 1,654,490 62,206 62,206 12,364,276 令和 円 円
(12 ) (21,850 ) (17,898 ) (958 ) (40,706 ) (34,893 ) 5年1月1日 314,234 455,768 42歳 2月

計 比　較 0 757 8,345 2,163 11,265 △ 1,122 △ 1,122 166,399 令和 円 円
12 21,850 757 26,243 3,121 51,971 △ 1,122 △ 1,122 201,292 4年1月1日 311,062 446,270 41歳 8月

(2,014 ) (3,772,896 ) (691,569 ) (621,477 ) (5,085,942 ) (5,627,998 )
本年度 35 111,879 135,885 35,217 282,981 719,000 178,681 897,681 36,190,823 　　平均給与月額とは、平均給料月額に月々支払われる

総 2,049 3,772,896 111,879 827,454 656,694 5,368,923 719,000 178,681 897,681 41,818,821
(1,941 ) (3,562,987 ) (613,545 ) (602,480 ) (4,779,012 ) (5,427,110 ) 　職員手当（期末勤勉手当、退職手当を除く。）の

前年度 35 111,122 127,540 33,054 271,716 693,754 180,405 874,159 36,314,424
計 1,976 3,562,987 111,122 741,085 635,534 5,050,728 693,754 180,405 874,159 41,741,534 　平均支給額を合算したものをいいます。

(73 ) (209,909 ) (78,024 ) (18,997 ) (306,930 ) (200,888 )
比　較 0 757 8,345 2,163 11,265 25,246 △ 1,724 23,522 △ 123,601

73 209,909 757 86,369 21,160 318,195 25,246 △ 1,724 23,522 77,287

・一般職員の一般会計及び総計の職員数には、藤沢市職員定数条例の定員の他に休職者等１５人を含む。
・（ ）内は短時間勤務職員の人数及び支給額 －１－

計 合　計

１人当たり給与費

平均給料 平均給与
月　額 月　額

会　計　年　度　任　用　職　員 議　員　・　委　員　等　特　別　職
 職員数 報　酬 給　料 職員手当 共済費 計 報　酬 手当等

住　居 共済費 計
調　整 勤　務 勤　勉 勤　務

時間外 期　末 管理職 特　殊 通　勤 退　職

一　般　職　員　（　会　計　年　度　任　用　職　員　及　び　議　員　・　委　員　等　特　別　職　除　く　、　常　勤　の　特　別　職　含　む　）
区  分 職　　員　　手　　当　　の　　内　　訳

 職員数 給　料 職員手当 初任給 地　域



１．一般職員（会計年度任用職員及び議員・委員等特別職除く、常勤の特別職含む。）

○　 給料 15,086,505 千円

・平均給料 (令和5年1月1日)

314,234 円

・初任給

164,500 円

179,500 円

195,300 円

○　 職員手当 14,841,924 千円

（職員手当の内訳）

(1)初任給調整手当 573,270 千円

　藤沢市一般職員の給与に関する条例第６条の規定により月額320,000円を超えない
範囲内で医師等に支給する。

対象職員 184 人
　医　師 159 人　　月額 320,000 円以内
　助産師 25 人　　月額 2,000 円以内

(2)扶養手当 463,794 千円

　藤沢市一般職員の給与に関する条例第７条の規定により扶養親族のある職員に対し、
支給する。

7,800 円 772 人

11,200 円 2,510 人

7,800 円 59 人
※　満１６歳の年度始めから満２２歳の年度末までの子については、１人に
　 つき 5,000円を加算

･ 扶養手当受給者数 1,556 人

･ 扶養親族数 3,341 人

･ 職員１人当たり平均扶養親族数 0.9 人

(3)地域手当 2,166,502 千円

　藤沢市一般職員の給与に関する条例第８条の規定により民間の賃金水準、物価等
を考慮して支給する。

　一　般　職　員　　（給料＋扶養手当）×13％ (医師にあっては16％)

　管 理 職 職 員　　（給料＋扶養手当＋管理職手当）×13％ (医師にあっては16％)

区　　分 学　　歴 金　額

平 均 給 料 平 均 年 齢 平均勤続年数

42歳 2月 14年 10月

高　校　卒

一 般 職 員 短　大　卒

大　学　卒

対 象 者 支給額（月額） 対象人員

配 偶 者

子

父 母 等

－２－



(4)時間外勤務手当 1,637,936 千円

　藤沢市一般職員の給与に関する条例第１２条から第１４条までの規定により正規

の勤務時間を超えて勤務した場合等に支給する。

　また、管理職職員には、藤沢市一般職員の給与に関する条例第１６条の２の規定

により管理職員特別勤務手当を支給する。

　時間外勤務手当等支給単価

　･ 勤務時間外の場合　 125 ※60時間超 150

　（給料及び地域手当の１時間当たりの単価）×

100 100

　･ 休日及び週休日の場合 135 ※60時間超 150

　（給料及び地域手当の１時間当たりの単価）× 　週休日に

100 　限る 100

　なお、深夜（午後１０時から午前５時まで）勤務の場合には、

  25

それぞれに　　 を加算

100

　･ 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と正規の勤務時間の合計が所定労働

　　時間を超えない場合 100

　（給料及び地域手当の１時間当たりの単価）×

100

　･ 同一週を越える週休日の振替に係る時間外勤務手当

25 ※60時間超 50

　（給料及び地域手当の１時間当たりの単価）×

100 100

　･ 正規の勤務時間として深夜勤務をした場合

25

　（給料及び地域手当の１時間当たりの単価）×

100

※　　　　内の割合は、１か月につき時間外勤務が６０時間を超える場合に適用

　･ 一般職員１か月１人平均計上時間数 時間

　（病院及び消防職員を除く平均時間数 時間）

管理職員特別勤務手当支給額

　　

　・臨時又は緊急の必要による週休日又は休日の勤務

１勤務につき 18,000 円以内

　・臨時又は緊急の必要による平日午前0時から午前5時までの勤務

１勤務につき 6,000 円以内

11.0

7.4

－３－



(5)期末勤勉手当 6,647,213 千円

　藤沢市一般職員の給与に関する条例第１７条から第１９条までの規定により6月1日

及び12月1日に在職する職員に支給する。

　予算計上月数 4.40 月分 （ただし再任用職員については2.30月分）

(6)管理職手当 743,619 千円

　藤沢市一般職員の給与に関する条例第１１条の２の規定により管理職職員の職に

応じ職務の級の最高号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で定額により支

給する。

　　 対象職員 726 人

(7)特殊勤務手当 466,002 千円

　藤沢市一般職員の給与に関する条例第１０条の規定により職務の特殊性に応じて

支給する。

(8)通勤手当 302,834 千円

　藤沢市一般職員の給与に関する条例第９条の規定により交通機関を利用し又は交通

用具を使用して通勤することを常例とする職員に対し、支給する。

・交通機関利用者 2,040 人

　経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出したその者の６か

月の通勤に要する運賃等に相当する額を一括支給する。

・交通用具使用者 1,282 人

　使用距離区分に応じ月額31,900円以内の額を６か月分一括支給する。

(9)宿日直手当 56,409 千円

　藤沢市一般職員の給与に関する条例第１６条の規定により宿直勤務又は日直勤務を

命ぜられた職員に支給する。

　・宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員

　　　勤務１回につき 医師　9,000 円　　　医師以外　6,200 円

　・半日直勤務を命ぜられた職員

　　　勤務１回につき 医師　4,500 円　　　医師以外　3,100 円

－４－



(10)退職手当 1,159,346 千円

　藤沢市職員の退職手当に関する条例に基づき、退職した職員に支給する。

　・定年退職予定者 0 人

　・自己都合等退職見込者 177 人

　　　　計 177 人

(11)住居手当 624,999 千円

　藤沢市一般職員の給与に関する条例第８条の２の規定により居住するための住

宅を借り受けて家賃を支払っている職員及び所有する住宅に居住している職員に

対し、月額 28,000 円を超えない範囲内で支給する。

－５－



○ 共済費 5,623,788 千円

　地方公務員等共済組合法第１１３条（費用の負担）等の規定により市町村が費用を負
担する。

・負担区分
（一般職）

区　分

40.0 40.0 40.0 40.0
短期給付

1,000 1,000 1,000 1,000

91.5 91.5 91.5 91.5
長期給付

1,000 1,000 1,000 1,000

1.72 1.72 1.72 1.72
福祉事業

1,000 1,000 1,000 1,000

7.5 7.5 7.5 7.5
退職年金

1,000 1,000 1,000 1,000

0.1105 0.1105
経過的長期

1,000 1,000

41.6 41.6
基礎年金

1,000 1,000

0.1 0.1
短期調整

1,000 1,000

0.06 0.06
公的負担

1,000 1,000

17.2
追加費用

1,000

199.7905 140.72 182.5905 140.72
計

1,000 1,000 1,000 1,000

事務費 月額 926円

（40歳以上65歳未満の職員）

区　分

8.90 8.90 8.90 8.90
介護保険

1,000 1,000 1,000 1,000

給　与　時 期　末　勤　勉　時

市町村負担 組合員掛金 市町村負担 組合員掛金

給　与　時 期　末　勤　勉　時

市町村負担 組合員掛金 市町村負担 組合員掛金

－６－



２．会計年度任用職員

○　 報酬 3,772,896 千円

短時間勤務の会計年度任用職員には、地方自治法第２０３条の２の規定により報酬を

・平均報酬 (令和5年1月1日)

144,063 円

・初任給（代表的なもの）

週
5日
4日
4日
3日
4日
5日
4日

　基本報酬（平均報酬）や初任給には、地域手当（13％（医師にあっては16%））に
相当する額が含まれる。
　また、必要に応じて、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、特殊勤務報酬、夜間勤務報酬、
宿日直報酬を支給する。

○　 給料 111,879 千円

常勤の会計年度任用職員には、地方自治法第２０４条の規定により給料を支給する。

・平均給料 (令和5年1月1日)

267,582 円

・初任給

○　 職員手当 827,454 千円

（職員手当の内訳）

(1)初任給調整手当 336 千円

　常勤の会計年度任用職員として任用する医師について、月1,000円を支給する。

対象職員 28 人　　月額 1,000円

(2)地域手当 17,511 千円

　常勤の会計年度任用職員に、藤沢市一般職員の給与に関する条例第８条の規定により
民間の賃金水準、物価等を考慮して支給する。

　常勤の会計年度任用職員　（給料）×13％ (医師にあっては16％)

医 師 職 員 研 修 医 281,000円

医 療 技 術 職 員
病院救急救命士 189,500円
病院指導救命士 215,900円

平 均 給 料 平 均 年 齢
26歳 7月

職 員 区 分 職  種  名 金　額

7時間45分 232,508円

技 能 労 務 職 員
調理補助員(保育) 5時間45分 127,099円
調理業務員(保育) 7時間45分 175,014円

7時間45分 158,832円
保 育 士 7時間45分 158,832円

技 術 職 員
看 護 師 7時間45分 162,177円
保 健 師

職 員 区 分 職 種 名
勤 務 形 態

金　額
1日

事 務 職 員
事 務 補 助 員 5時間45分 134,476円
一 般 事 務 員

　 支給する。

平 均 報 酬 平 均 年 齢
55歳 4月
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(3)期末手当 715,664 千円

　常勤の会計年度任用職員及び短時間勤務の会計年度任用職員のうち１週間の勤務時間
数が15時間30分以上である職員で、６か月以上の任用があり、かつ、6月1日及び12月1日
に在職する職員に支給する。

　予算計上月数 2.500 月分

(4)時間外勤務手当 61,437 千円

　常勤の会計年度任用職員に、藤沢市一般職員の給与に関する条例第１２条から第１４

条までの規定により正規の勤務時間を超えて勤務した場合等に支給する。

(5)特殊勤務手当 14,028 千円

　常勤の会計年度任用職員に、藤沢市一般職員の給与に関する条例第１０条の規定によ

り職務の特殊性に応じて支給する。

(6)通勤手当 2,310 千円

　常勤の会計年度任用職員で、藤沢市一般職員の給与に関する条例第９条の規定により

交通機関を利用し又は交通用具を使用して通勤することを常例とする職員に対し、支給

する。なお、短時間勤務の会計年度任用職員に係る通勤費用は、費用弁償として支給す

る。

(7)宿日直手当 12,420 千円

　常勤の会計年度任用職員で、藤沢市一般職員の給与に関する条例第１６条の規定によ

り宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に支給する。

　・宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員

　　　勤務１回につき 医師　9,000 円　　　医師以外　6,200 円

　・半日直勤務を命ぜられた職員

　　　勤務１回につき 医師　4,500 円　　　医師以外　3,100 円

(8)退職手当 3,748 千円

　常勤の会計年度任用職員で、藤沢市職員の退職手当に関する条例に基づき、退職した

職員に支給する。

　　退職見込者 16 人
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○ 共済費 656,694 千円

・社会保険の適用

　常勤の会計年度任用職員及び短時間勤務の会計年度任用職員のうち一定の勤務条件を

満たす職員については、地方公務員等共済組合法等により、健康保険及び厚生年金保険

の適用となり、費用を負担する。

　なお、常勤の会計年度任用職員については、再度の任用がされ、１２か月を超えて引

き続き任用されることとなった場合、地方公務員等共済組合法が適用され、同法により

常勤の一般職員と同様の費用を負担する。

・労働保険の適用

　労働基準法別表第１に掲げる事業に従事する職員（調理業務員、環境収集作業員等）

については労働者災害補償保険法が適用され、同法により費用を負担する。また、同法

の適用とならない職員は、「藤沢市議会の議員その他非常勤等の職員の公務災害補償等

に関する条例」の補償対象とする。

　なお、常勤の会計年度任用職員については、社会保険と同様の条件により地方公務員

災害補償法が適用され、常勤の一般職員と同様の費用を負担する。
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３．議員・委員等特別職

○ 報酬等 897,681 千円

　藤沢市議会議員の議員報酬等に関する条例第２条並びに第５条及び、藤沢市
非常勤職員の報酬等に関する条例第２条の規定に基づき、藤沢市議会議員に議
員報酬及び期末手当を、その他の非常勤職員に報酬を支給する。　

単 位

月 額 690,000 円

月 額 610,000 円

月 額 565,000 円

別　表

単 位

月 額 170,400 円

月 額 170,400 円

日 額 16,100 円

月 額 64,200 円

月 額 51,300 円

日 額 14,300 円

月 額 64,200 円

月 額 51,300 円

月 額 38,600 円

月 額 38,600 円

日 額 16,100 円

日 額 12,600 円

日 額 16,100 円

日 額 12,600 円

日 額 16,100 円

日 額 12,600 円

日 額 16,100 円

日 額 12,600 円運営協議会委員 委 員

審査委員会委員 委 員

建築審査会委員
会 長

委 員

国 民 健 康 保 険 会 長

固 定 資 産 評 価 委 員 長

選挙管理委員会
委 員

委 員 長

委 員

補 充 員

会 長

農業委員会委員 会 長 代 理

委 員

農 地 利 用 最 適 化 推 進 委 員

公平委員会委員
委 員 長

委 員

監 査 専 門 委 員

職　　　　　　名 支　給　額

教 育 委 員 会 委 員

識見を有する者

のうちから選任

監 査 委 員 さ れ た 委 員

議員のうちから
月 額 53,900 円

選任された委員

議 員

職　　　　　　名 支　給　額

議 長

議 会 の 議 員 副 議 長
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単　位

日　額 円

　以上のほか、藤沢市非常勤職員の報酬等に関する規則により、非常勤職員に報酬を

支給する。

・参考（常勤の特別職職員）

単　位

月　額

月　額

月　額

月　額

期日前投票所の投票管理者 日　額
15,500円を超えない範囲内で藤沢市選
挙管理委員会が定める額

職　　　　名 支　給　額

投 票 所 の 投 票 管 理 者 日　額
17,500円を超えない範囲内で藤沢市選
挙管理委員会が定める額

開 票 管 理 者
１回の選挙
につき

17,500 円

選 挙 長 17,500

投 票 所 の 投 票 立 会 人 日　額
14,300円を超えない範囲内で藤沢市選
挙管理委員会が定める額

期日前投票所の投票立会人 日　額
12,700円を超えない範囲内で藤沢市選
挙管理委員会が定める額

開 票 立 会 人
１回の選挙
につき

14,300 円

選 挙 立 会 人
１回の選挙
につき

14,300 円

職 支給額

市　　　　　長 　1,064,000円

副　　市　　長 　　893,000円

教　　育　　長 　　766,000円

監　査　委　員 　　690,000円
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1．定数と職員数内訳

・条例定数　　3,755人

令和５年度

【参考　定数外の職員】

※　常時勤務職員には、任期の定めのない常勤職員のほか再任用職員・任期付職員（共にフルタイム）を含む。

※　短時間勤務職員の内訳は、再任用職員・任期付職員（共に短時間勤務）。

※　会計年度任用職員は、非常勤の職に位置付けられることから定数外の職員となる。

２．行政需要への対応に伴う定数の増減

増 減 人 数

業務見直しによる減 △ 15
子育て支援センター執行体制の見直しに伴う減 △ 4
柄沢保育園の段階的な縮小に伴う減 △ 3
環境事業センター南北事務所統合による執行体制の見直しに伴う減 △ 3
北部環境事業所再整備事業の終了による執行体制の見直しに伴う減 △ 2
石名坂環境事業所再整備事業に伴う減 △ 3

業務増への対応 26
ＤＸの推進への対応に伴う増 3
災害時避難行動要支援者の個別避難計画作成への対応に伴う増 1
生活保護利用世帯数の増加等への対応に伴う増 3
重層的支援体制整備事業等への対応に伴う増 2
医療的ケア児等支援事業及び児童福祉法改正への対応に伴う増 2
医療的ケア児保育事業拡大への対応に伴う増 2
保育施設に対する各種業務増への対応に伴う増 2
少年の森再整備事業の進捗に伴う増 1
気候非常事態宣言によるゼロカーボンの推進への対応に伴う増 2
下水道管路及び施設の老朽化等への対応に伴う増 3
執行体制強化に伴う増 5

業務増への対応 11
医療技術部門体制の充実に向けた増 11

業務見直しによる減 △ 2
市議会史編さん業務の終了に伴う減 △ 2

業務見直しによる減 △ 1
学校給食業務における食数減少に伴う減 △ 1

業務増への対応 3
学校運営協議会業務への対応に伴う増 1
部活動地域移行の推進への対応に伴う増 2

業務増への対応 4
機動救急隊の運用開始に伴う増 4

26

市
長
部
局
の
職
員

一
般
職
員

11

市民病院
職員 11

議会事務局職員 △ 2

教育委員会事務局
その他教育機関の

 職員
2

消防職員 4

合　　　計

区　　分 増　　減　　理　　由

常時勤務職員 3,683 3,720
37

(内訳は２及び３のとおり）

短時間勤務職員 195 159 △ 36

会計年度任用職員 1,976 2,049 73

（単位：人）

令和５年度職員定数等資料

              　令和５年４月１日現在　（単位：人）

定　　　数 令和４年度 増減数
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３．雇用と年金の接続に伴う定数の増減

増 減 人 数

雇用と年金の接続に伴う定数の整理への対応 9
再任用職員（短時間勤務）の減少に伴う常時勤務職員の配置による増 9

雇用と年金の接続に伴う定数の整理への対応 2
再任用職員（短時間勤務）の減少に伴う常時勤務職員の配置による増 2

11

教育委員会事務局
その他教育機関の

 職員
2

合　　　計

（単位：人）

区　　分 増　　減　　理　　由

市長部局
の職員

一般職員 9
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